
                              

風しんの追加的対策に係る請求支払業務終了について（お知らせ） 

 

 

 平素より、本会の業務運営に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成３１年度より実施しておりました標記業務について、本会での抗体検査・

予防接種に係る費用の請求に関する処理は、令和７年３月１０日（月）の請求（受付）

分をもって終了いたしました。 

 令和７年３月実施分及び再請求分等、今後につきましては、被受検者（被接種者）の

住所地市区町村へ直接提出することとなります。提出方法等については、各市区町村へ御

確認ください。 
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